
●
貸
付
料　

月
額
▼
Ｃ
棟�
６
万

２
３
０
０
円　

Ｄ
棟�
６
万
３
０

０
０
円

●
そ
の
他　

駐
車
場
各
２
台
分

●
選
考
方
法　

提
出
書
類
を
審
査

の
う
え
適
否
を
決
定（
多
数
の
場

合
は
抽
せ
ん
）

●
申
し
込
み　

４
月
７
日�
〜　
１７

日�
午
前
９
時
〜
午
後
５
時（�

�
を
除
く
）に
財
政
課
へ

新
図
書
館
基
本
計
画�

策
定
委
員
会
の�

委
員
募
集�

新
図
書
館
基
本
計
画�

策
定
委
員
会
の�

委
員
募
集�

新
図
書
館
基
本
計
画�

策
定
委
員
会
の�

委
員
募
集�

市
役
所
代
表�

広報あんじょう　2009.4.1 �

●
職
務
内
容
�

計
画
策
定
に

関
す
る
意
見
を
提
案（
会
議

は
平
日
の
昼
間
に
年
６
回
程

度
開
催
予
定
）

●
任
期　

来
年
３
月
末
ま
で

●
対
象　

会
議
に
出
席
で
き

る
市
内
在
住
の
人
で
、
本
市

の
ほ
か
の
公
募
委
員
で
な
い

人●
募
集
人
数　

２
人
以
内

●
選
考
方
法
�

書
類
・
面
接

●
謝
礼　

市
で
規
定
す
る
金

額
を
支
給

●
申
し
込
み　

４
月
３
日�

〜　

日�
午
前
９
時
〜
午
後

１２
５
時（�
を
除
く
）に
、
所
定

の
申
込
書
と　

字
程
度
の
小

８００

論
文「
わ
た
し
の
理
想
と
す

る
公
共
図
書
館
。
市
の
図
書

館
は
こ
う
な
れ
ば
も
っ
と
良

く
な
る
」を
持
参
・
フ
ァ
ク

ス
・
郵
送
・
Ｅ
メ
ー
ル
で
中

央
図
書
館（�
〈　

〉６
１
１

７６

１
／�
〈　

〉６
０
６
６
／
〒

７７

　

－

０
０
４
３
城
南
町
２－

４４６
　

－

３
／t  o

s
y
o
@

 
 
 
 
 

c
ity
.

 
   
 

１０

a  

n
jo
.a
ic
h
i.jp

 
  
  
  
 
    
）へ

※
申
込
書
は
同
館
・
市
公
式

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
配
布
。

■
組
織
改
正

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�


�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�


�
�
�
�
�
�
�
�
�	

�
�

�

●
問
い
合
わ
せ
�

経
営
管
理
課

（�
〈　

〉２
２
０
５
）

７１

■
ダ
イ
ヤ
ル
イ
ン
番
号
を
追
加

　
�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�
�

●
問
い
合
わ
せ
�

行
政
課（�

〈　

〉２
２
０
８
）

７１

番号係名課名

（�〈７１〉２２１５）
家屋係

資産税課 償却資産係

（�〈７１〉２２５６）土地係

（�〈７１〉２２２６）
介護保険係

介護保険課 介護給付係

（�〈７１〉２２５７）介護審査係

（�〈７１〉２２４７）庶務係
下水道管理課

（�〈７１〉２２５８）排水設備係

問
い
合
わ
せ
▼
財
政
課

（�
〈　

〉２
２
１
０
）

７１

�
�
�
�
�
�
�
�
	
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�


�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�


�
�
�
�

●
対
象　

業
種�
生
活
に
直
接
関

係
の
あ
る
も
の（
風
俗
営
業
な
ど

は
不
可
）　

資
格�
①
専
従
者
と

し
て
常
時
従
事
す
る
こ
と　

②
市

税
を
完
納
し
て
い
る
こ
と　

③
未

成
年
者
で
な
い
こ
と　

④
２
人
の

連
帯
保
証
人
を
立
て
ら
れ
る
こ
と
な
ど

※
深
夜
・
早
朝
営
業
不
可
。

●
募
集
件
数　

２
件

市
営
大
山
田
東
住
宅

貸
店
舗
入
居
者
を
募
集

平
成

年
度
ス
タ
ー
ト

２１

組
織
改
正
・
ダ
イ
ヤ
ル
イ
ン
番
号
追
加

「
安
城
市
食
育
推
進
計
画
」（
案
）に

つ
い
て

�
�
�
�
�
�
�
�
�
	


��

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	
�


�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�



�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�


�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

��
�

●
募
集
期
間
�

１
月　

日
〜
２
月

１５

　

日
１６●

提
出
数　

１
件

問
い
合
わ
せ
▼
農
務
課

（�
〈　

〉２
２
３
３
）

７１

　学校給食の残飯が多いと聞きますが、給食は楽しい、おいしい、
待ち遠しいものになっているのでしょうか。残飯がでる原因の分
析が必要だと思います。
　「食べ物を大事にする」「野菜を作ってくれた人に感謝する」「地
産地消」をもっと強く押し出してください。地場農産物購入割合
が平成２０年度４０％、平成２３年度４０％と変わりません。地産地消を
推進するのであれば、割合を増やしていくべきではないでしょうか。

意　
　
　

見

　学校給食に対して、県の栄養士が学校の子どもたちから聞いて
いるのは、「おいしい」「待ち遠しい」という評判です。また、食べ
残しの調査によると、小・中学校の平均で平成１９年１２月が１０．７％、
平成２０年１２月が８．２％でした。この数字だけで、他市と比べて多
いという判断はできません。しかし、「食べ物を大切にする」意識
を、さらにＰＲしていきたいと思います。
　地場農産物の購入割合は、ＪＡあいち中央と調整した結果、１
日２万２０００食に見合う多品種・大量の食材の規格・配送・納品形
態の問題や 端 

は

 境 
ざかい

 期 などで限界に達している状況です。従って今後
き

もＪＡあいち中央と連携して平成２３年目標値の４０％を維持できる
よう地場農産物使用の推進に努めていきます。
　提言については、本計画の地産地消の項目に盛り込んでいるの
で変更はしません。

市
の
考
え
方

広報あんじょう　2009.4.1�

※
高
齢
者
世
帯
と
は
、
平
成　

年
２１

１
月
１
日
現
在
で
次
の
①
〜
③

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人
が
固

定
資
産
を
所
有
し
て
い
る
世
帯
。

①　

歳
以
上
の
人

６８
②　

歳
以
上
で
ひ
と
り
暮
ら
し
の
人

６５
③　

歳
以
上
で
、
ね
た
き
り
ま
た

６５は
認
知
症
の
状
態
が
３
か
月
以

上
継
続
し
て
い
る
人

●
申
し
込
み　

４
月
１
日�
〜
５

月　

日�
午
前
８
時　

分
〜
午
後

２５

３０

５
時　

分（�
�
�
�
を
除
く
）に

１５

資
産
税
課
へ

●
対
象　

次
の
①
②
の
要
件
を
満

た
し
、
③
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
世
帯

①
世
帯
全
員
が
居
住
用
以
外
の
固

定
資
産
を
持
っ
て
い
な
い

②
宅
地
面
積　

㎡
以
下
、
住
宅
延

２００

べ
床
面
積　

㎡
以
下

１２０

③
高
齢
者
世
帯�
世
帯
全
員
が
市

民
税
非
課
税　

　

障
害
者
世
帯
・　

歳
未
満
の
児

１８

童
を
扶
養
す
る
母
子（
父
子
）世

帯�
世
帯
全
員
の
合
計
所
得
が

市
長
の
定
め
る
額
を
超
え
な
い

※
各
世
帯
の
要
件
は
、
市
で
定
め

る
基
準
に
よ
り
ま
す
。
ま
た
、

ほ
か
の
世
帯
の
人
に
扶
養
さ
れ

て
い
る
場
合
は
該
当
し
ま
せ
ん
。

●
申
し
込
み　

応
募
用
紙
を
記
入

し
、
４
月　

日�
〜
５
月　

日�

１６

１０

（
休
館
日
を
除
く
）に
持
っ
て
市
民

会
館
へ

※
応
募
用
紙
は
同
館
・
市
公
式
ウ

ェ
ブ
サ
イ
ト
で
配
布
。

問
い
合
わ
せ
▼
市
民
会
館

（�
〈　

〉１
１
５
１
）

７５

●
支
援
方
法　

公
演
を
委
託

●
審
査　

事
業
の
実
現
性
、
公
募

事
業
目
的
と
の
合
致
性
を
審
査

●
委
託
料（
対
象
経
費
）　

上
限　
５０

万
円（
作
品
作
製
費
や
会
場
使
用

料
、
宣
伝
・
印
刷
費
な
ど
）

※
収
益
が
あ
る
場
合
は
、
対
象
経

費
か
ら
収
益
を
差
し
引
き
ま
す
。

●
対
象　

市
内
に
活
動
拠
点
を
置

い
て
１
年
以
上
の
文
化
活
動

実
績
の
あ
る
市
民
・
団
体
で
、

自
ら
が
主
と
な
っ
て
演
じ
る

公
演
者

※
主
に
営
利
目
的
で
の
公
演

を
行
う
団
体
、
政
治
団
体
、

宗
教
団
体
、
学
校
、
企
業

な
ど
は
不
可
。

●
公
演
内
容　

音
楽
、
演
劇
、

ダ
ン
ス
、
舞
踊
、
伝
統
芸
能

な
ど

※
営
利
目
的
、
政
治
や
宗
教

の
宣
伝
、
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
、

教
室
な
ど
の
発
表
会
、
ほ

か
の
助
成
金
を
受
け
て
い

る
も
の
は
不
可
。

●
公
演
場
所　

文
化
セ
ン
タ

ー
マ
ツ
バ
ホ
ー
ル
ま
た
は
市

民
会
館
サ
ル
ビ
ア
ホ
ー
ル

●
公
演
時
期　

来
年
４
月
１

日�
〜
平
成　

年
３
月　

日�

２３

３１

　
�
��
�
�
�
�
�
	


�
�

��

�
�
�
�
�
�
�
�
	


��


�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�


�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�


�
�
�
�
�

●
対
象　

市
県
民
税（
普
通
徴
収
）、

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
、
軽

自
動
車
税
、
国
民
健
康
保
険
税

●
と
こ
ろ　

セ
ブ
ン�

イ
レ
ブ
ン
、

ロ
ー
ソ
ン
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト
、

サ
ー
ク
ル
Ｋ
、
サ
ン
ク
ス
、
デ
イ

リ
ー
ヤ
マ
ザ
キ
、
ヤ
マ
ザ
キ
デ
イ

リ
ー
ス
ト
ア
、
ミ
ニ
ス
ト
ッ
プ
、

コ
コ
ス
ト
ア
、
ａ
ｍ
／
ｐ
ｍ
、
セ

イ
コ
ー
マ
ー
ト
、
ポ
プ
ラ
、
生
活

彩
家
、
く
ら
し
ハ
ウ
ス
、
ス
リ
ー

エ
イ
ト
、
ス
リ
ー
エ
フ
、
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
・
ス
ト
ア
、
セ
ー
ブ
オ
ン
、

エ
ブ
リ
ワ
ン
、
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｒ
、
Ｒ
Ｉ

Ｃ
マ
ー
ト
、
Ｍ
Ｍ
Ｋ（
マ
ル
チ
メ

デ
ィ
ア
キ
オ
ス
ク
）設
置
店

●
コ
ン
ビ
ニ
で
使
用
で
き
な
い
納

付
書　

納
期
限
・
納
付
指
定
期
限

が
過
ぎ
て
い
る
も
の
、
コ
ン
ビ
ニ

収
納
用
バ
ー
コ
ー
ド
が
印
刷
さ
れ

て
い
な
い
も
の

問
い
合
わ
せ
▼
納
税
課

（�
〈　

〉２
２
１
６
）

７１

　
�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�
�
�
��
	


�
�
�

�

●
対
象
�

市
内
在
住
・
在
勤
・
在

学
で
、　

歳
以
上
の
人

１８

●
定
員
�

３
人
程
度

●
任
期
�

２
年

●
選
考
方
法
�

書
類
・
面
接

●
申
し
込
み
�
「
私
の
考
え
る
安

城
市
の
行
政
改
革
」を
テ
ー
マ
に

し
た　

字
程
度
の
作
文
と
応
募
用

８００

紙
を
、
４
月
１
日�
〜　

日�
午

１６

前
８
時　

分
〜
午
後
５
時　

分

３０

１５

（�
�
を
除
く
）に
経
営
管
理
課
へ

※
応
募
用
紙
は
同
課
・
市
公
式
ウ

ェ
ブ
サ
イ
ト
で
配
布
。

問
い
合
わ
せ
▼
経
営
管
理
課

（�
〈　

〉２
２
０
５
）

７１

問
い
合
わ
せ
▼
資
産
税
課

（�
〈　

〉２
２
１
５
）

７１

高
齢
者
・
障
害
者
・
母
子（
父
子
）世
帯

の
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
を
減
免

行
政
改
革
懇
話
会
委
員
を
募
集

ブルーアイランド氏のゆかいなコンサートブルーアイランド氏のゆかいなコンサート

市
民
の
公
演
事
業
を
支
援
し
ま
す

市
民
公
募
文
化
事
業
を
募
集

市
税
の
コ
ン
ビ
ニ

収
納
を
開
始
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市
役
所
代
表�

写真提供写真提供：：社団法人全日本ピアノ指導社団法人全日本ピアノ指導
者会者会（ピティ（ピティナ）ナ）

ふ
れ
あ
い
補
償
制
度
を�

　
ご
利
用
く
だ
さ
い�

��������	
�����������	�������
������ !"#$%�&'�(

※所得制限があります。
※手当額などが変更される場合があります。

問い合わせ手当額（月額）対　　象手当名

子ども課

（�〈７１〉２２２７）

３歳未満 ▼１人あたり�１
万円　３歳以上 ▼１・２人
目�５０００円　３人目以降�
１万円

小学校修了前の児童を養育している人
※申請の翌月分から、支給資格の消滅した月分まで支給。

児童手当

社会福祉課

（�〈７１〉２２２４）

１人目�４万１７２０円
２人目�５０００円加算
３人目以降�１人増すごと
に３０００円加算
（所得により減額あり）

父のいない１８歳以下（１８歳に達した日の属する年度の末日まで）の
児童および父のいない２０歳未満の中度・重度の障害児の母、また
は母にかわってその児童を養育している人
※父が重度の障害の場合も対象になります。

児童扶養
手当

市遺児手当�２５００円、県遺
児手当�４５００円（１～３年目
は４５００円、４・５年目は２２５０
円、６年目からは資格喪失）

父か母、または両親のいない１８歳以下（１８歳に達した日の属する年
度の末日まで）の児童を監護養育している人
※親の一方が重度の障害の場合も対象になります。

市・県
遺児手当

障害福祉課

（�〈７１〉２２２５）

１級�５万７５０円
２級�３万３８００円

療育手帳Ａ・Ｂ判定の知的障害、または身体障害者手帳１・２・
３・４級程度の身体障害のある２０歳未満の児童を養育している人
※対象児童が障害を事由とした年金受給や、施設入所をしている 
　場合は対象になりません。

特別児童
扶養手当

２万６４４０円
（県制度の加算あり）

２０歳以上で重度の障害があるため、診断書により日常生活で常時
特別な介護が必要であると認められる人
※施設入所者、長期入院者、愛知県在宅重度障害者手当受給者は 
対象になりません。

特別
障害者
手当

１万４３８０円
（県制度の加算あり）

２０歳未満で重度の障害があるため、診断書などにより日常生活で
常時介護が必要であると認められる児童（障害の程度は次の①～
③のいずれか）
①１級（２級の一部を含む）程度の身体障害
②ＩＱ２０以下の知的障害児
③前記と同程度の障害、または病状で常に介護が必要な場合
※障害を事由とした年金受給者、施設入所者、愛知県在宅重度障
害者手当受給者は対象になりません。

障害児
福祉手当

１種�１万６１００円
２種�７０００円

１種…１・２級の身体障害者でＩＱ３５以下
２種…①１・２級の身体障害者
　　　②ＩＱ３５以下
　　　③３級の身体障害者でＩＱ５０以下
※２種では６５歳以上で新たに障害者手帳を取得した人は対象にな
　りません。
※特別障害者手当、障害児福祉手当または経過的福祉手当の受給
　者、介護保険による療養型入院、施設入所者は対象になりません。

在宅重度
障害者
手当

障害の等級により２０００円～
６０００円

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を所持してい
る人

障害者
扶助料

●
対
象　

市
内
に
活
動
の
拠
点

を
置
く
５
人
以
上
の
グ
ル
ー
プ

※
対
価
を
得
る
活
動
な
ど
は
対

象
外
。

●
対
象
と
な
る
活
動

①
防
火
・
防
犯
・
防
災
・
清
掃

活
動
、
資
源
ご
み
回
収
、
交
通

安
全
活
動
、
町
内
会
運
動
会
な
ど

②
ス
ポ
ー
ツ
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ

ョ
ン
、
文
化
サ
ー
ク
ル
活
動
な

ど　

③
子
ど
も
会
、
ボ
ー
イ
・

ガ
ー
ル
ス
カ
ウ
ト
、
ス
ポ
ー
ツ

少
年
団
な
ど
の
指
導
育
成
活
動
、

非
行
防
止
パ
ト
ロ
ー
ル
な
ど　

④
社
会
福
祉
施
設
援
護
活
動
、

在
宅
老
人
・
心
身
障
害
者
の
ホ

ー
ム
ヘ
ル
プ
な
ど　

⑤
市
主
催

事
業
の
公
民
館
講
座
、
ス
ポ
ー

ツ
教
室
、
防
災
訓
練
な
ど

●
内
容　

①
賠
償
責
任
保
険

（
主
催
者
や
指
導
者
が
法
律
上

の
賠
償
責
任
を
問
わ
れ
た
場
合
）

▼
事
故
１
件
に
つ
き
最
高
５
億

円　

②
傷
害
保
険（
指
導
者
や

参
加
者
が
傷
害
を
受
け
た
場
合

で
脳
・
心
臓
病
疾
患
な
ど
を
除

く
）▼
死
亡�

　

万
円　

入
院

３００

�

１
日
２
０
０
０
円　

通
院�

１
日
１
０
０
０
円

●
問
い
合
わ
せ　

財
政
課（�

〈　

〉２
２
１
０
）

７１

該当する人はお早めに申請を
児童・母子・障害者に関する手当の支給制度

広報あんじょう　2009.4.1�
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●
実
施
日　

個
人�
５
月　

日�
２０

団
体�
５
月　

日�
・　

日�
、

２６

２９

６
月
３
日�
・
４
日�

●
見
学
施
設　

個
人�
リ
サ
イ
ク

ル
プ
ラ
ザ
、
わ
く
わ
く
セ
ン
タ
ー
、

北
部
調
理
場
、
中
部
福
祉
セ
ン
タ

ー
、
丈
山
苑
な
ど

※
見
学
施
設
は
変
更
す
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

※
市
役
所
西
会
館
集
合
・
解
散
。

団
体�
出
発
場
所
や
希
望
施
設
を

お
聞
き
し
ま
す
。

●
定
員　

各　

人（
個
人
コ
ー
ス

２５

に
つ
い
て
は
申
し
込
み
が　

人
以

１０

下
の
場
合
は
中
止
）

※
乳
幼
児
の
同
伴
は
ご
遠
慮
く
だ

さ
い
。

●
参
加
費　

個
人�
　

円（
給
食

２３５

試
食
代
）の
ほ
か
施
設
入
場
料　

団
体�
見
学
施
設
な
ど
に
よ
っ
て

入
場
料
が
必
要

●
申
し
込
み　

個
人�
４
月
８
日

�
〜　

日�
午
前
９
時
〜
午
後
５

１５

時　

分（
４
月　

日�
・　

日�

１５

１１

１２

を
除
く
）に
電
話
で
秘
書
課
広
報

広
聴
係
へ（
先
着
順
）

団
体�
は
が
き
に
希
望
日（
第
１

希
望
・
第
２
希
望
）、団
体
名
、
代

表
者
住
所
・
氏
名
・
電
話
番
号
、

見
学
希
望
施
設
名
を
記
入
し
、
４

月　

日�
（
必
着
）ま
で
に
同
係

１５

（
〒　

－

８
５
０
１
住
所
不
要
）へ

４４６
※
希
望
日
が
重
な
っ
た
場
合
は
抽

せ
ん
。

問
い
合
わ
せ
▼
秘
書
課

（�
〈　

〉２
２
０
２
）

７１

市
の
施
設
へ
行
っ
て
み
よ
う
！

「
施
設
め
ぐ
り
」参
加
者
募
集

号
・
名
義
人
が
記
入
し
て
あ
る

部
分
の
写
し

※
世
帯
構
成
に
よ
り
、
別
途
資
料

の
提
出
が
必
要
な
場
合
も
あ
り

ま
す
。

●
振
込
時
期　

申
請
し
て
か
ら
、

３
週
間
程
度

※
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
は
１
か
月
程
度

か
か
り
ま
す
。

と
思
わ
れ
る
人
は
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

●
手
当
額　

１
人
に
つ
き
３
万
６

０
０
０
円

●
受
給
者　

世
帯
主

●
申
請
方
法　

９
月　

日�
ま
で

２５

に
次
の
①
〜
③
を
郵
送
・
窓
口
に

て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

①
申
請
書

②
申
請
者
で
あ
る
こ
と
を
確
認
で

き
る
も
の（
運
転
免
許
証
、
パ

ス
ポ
ー
ト
、
住
基
カ
ー
ド
な
ど
）

の
写
し

③
手
当
金
を
振
り
込
む
口
座
の
番

�
�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	

●
対
象　

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当

す
る
世
帯（
左
図
参
照
）

�
平
成　

年
２
月
１
日
時
点
で
、

２１

平
成
２
年
４
月
２
日
〜　

年
４

１７

月
１
日
生
ま
れ
の
子
が
２
人
以

上
い
る

�
第
２
子
以
降
が
平
成　

年
４
月

１４

２
日
〜　

年
４
月
１
日
生
ま
れ

１７

※
第
１
子
が
別
世
帯
で
も
、
同
居

の
第
２
子
と
同
じ
人
に
扶
養
さ

れ
て
い
れ
ば
、
対
象
と
な
る
可

能
性
が
あ
り
ま
す
。
該
当
す
る

●対象となる子がいる世帯例●�●対象となる子がいる世帯例●�

生年月日が平成２年４月２日から�
平成１７年４月１日までの子�

世帯にいる子�

生年月日が平成１４年４月２日から�
平成１７年４月１日までの子�

２人目�１人目� ３人目�

１歳�

生年月日が平成２年４月２日から�
平成１７年４月１日までの子�

世帯にいる子�

生年月日が平成１４年４月２日から�
平成１７年４月１日までの子�

４人目�１人目�

１歳�

３人目�２人目�

対象� 対象�

対象外� 対象�

幼
児
期
の
子
育
て
支
援
と
し
て

子
育
て
応
援
特
別
手
当
を
支
給
し
ま
す

問
い
合
わ
せ
▼
子
ど
も
課

（�
〈　

〉２
２
２
７
）
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